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の
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準
を
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る
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例
施
行
規
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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
に
基
づ
く
食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の

基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
検
査
等
の
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
の
規
則
で
定
め
る
機
械
及
び
器
具
は
、
純
水
装
置
、
定
温
乾
燥
器
、
デ
イ
ー
プ
フ
リ

ー
ザ
ー
、
電
気
炉
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
、
分
光
光
度
計
、
高
圧
滅
菌
器
、
乾
熱
滅
菌
器
、
恒
温
培
養

器
、
嫌
気
培
養
装
置
、
恒
温
槽
、
遠
心
器
、
ガ
ラ
ス
電
極
水
素
イ
オ
ン
濃
度
測
定
器
、
原
子
吸
光
光
度
計
、

電
子
天
び
ん
、
高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計
、
自
動
秤
量
分
注
器
、

増
幅
器
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
電
気
泳
動
解
析
装
置
、
温
度
記
録
計
そ
の
他
必
要
な
機
械
及
び
器
具
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


